在留証明書発給申請について
平成１８年８月
                                                      在ミラノ日本国総領事館
在留証明とは
　申請者のイタリアにおける住所（及び在留開始時期）を証明するものです。主に日本における恩給その他の公的年金手続き、不動産登記手続き、遺産相続手続きなどに使用されます。
 遺産相続、不動産所有権移転、保険契約、自動車売却、海外子女の本邦学校受験手続き、年金受給申請手続き等（恩給、老齢厚生(国民)年金（老齢基礎年金）、遺族厚生年金、企業年金、私的年金（生命保険）、共済年金（公務員））
発給のための条件（次の条件に合わない場合は窓口にご相談下さい）
　○日本国籍者の方
　○３ヶ月以上イタリアに滞在していること
　○日本における住民票から除去（転出届を出している）されていること
　○在留届が提出済みであること
　＊原則として申請人本人が領事館窓口に直接申請して下さい。来館が困難な場合は、　　代理人のよる代理申請が可能（委任状が必要）ですので、事前に総領事館領事班　　までご相談下さい。
証明書発給のために必要な書類
　○旅券
　○市町村役場　(Comune)発行の住民登録証明書(Certiicato di Residenza)
　注意：
　　　＊住民登録証明書の入手が困難な場合には、イタリア滞在許可証・住居契約書　　　　等で対応しますので、事前に総領事館領事班までご相談下さい。
    　
　　　＊使用目的・日本の提出先によっては、在留証明書に本籍記載が必要なため戸　　　　籍謄本（抄本）を提示して頂く場合があります。提出先にご確認の上、戸籍　　　　謄本（抄本）をご用意下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
